
○与謝野町金入設計書の情報提供に関する要綱 

 

令和４年８月１日  

告示第６７号  

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、与謝野町情報公開条例（平成１８年与謝野町条例第１１

号。以下「条例」という。）第１条の理念に基づき、本町が競争入札に付す

建設工事に係る資材の種類、品質、型、数量、単価及び金額その他建設工事

の設計に要する事項を記載した設計書（以下「金入設計書」という。）の内

容を電磁的記録（条例第２条第２号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ

。）により提供することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（情報提供の対象となる金入設計書） 

第２条 実施機関（条例第２条第１号に規定する実施機関をいう。以下同じ。

）が情報提供を行う金入設計書は、次の各号のいずれにも該当するものとす

る。 

(1) 当該金入設計書に係る建設工事（以下「対象工事」という。）における

契約者が決定していること。 

(2) 対象工事の当初の契約に関する金入設計書であること。 

(3) 条例第７条の不開示情報が含まれていないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、対象工事の当初の契約の日の属する年度の翌年

度の４月１日から起算して３年を経過した日以後は、対象工事に係る金入設

計書は、この告示による情報提供の対象としない。 

（情報提供の申込） 

第３条 対象工事に係る情報の提供を受けようとする者（以下「申込者」とい

う。）は、金入設計書情報提供申込書（別記様式）に必要事項を記入し、実

施機関に電子メールにより申し込まなければならない。 

（情報提供の決定等） 

第４条 実施機関は、前条の申込書（第２条の規定により情報提供の対象とな

るものに限る。）の提出があったときは、電子メールを受けた日から起算し

て１５日以内に申込者に情報提供の可否及び当該情報の取得方法を通知しな

ければならない。 

（情報提供の方法） 

第５条 前条の情報提供の許可を受けた申込者は、当該許可を受けた対象工事

に係る金入設計書の電磁的記録について、本町のホームページから得ること



ができるものとする。 

（その他） 

第６条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和４年８月１日から施行する。 

  



別記様式（第３条関係） 

 

金入設計書情報提供申込書 

 

年  月  日  

 

 様 

 

 

住  所                 

氏  名                 

電話番号                 

 

与謝野町金入設計書の情報提供に関する要綱第３条の規定により、次のとおり金入

設計書の情報提供を申し込みます。 

 

入札執行年月日 工事名 管理番号 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


